
安全帯&安全靴

高所作業は2ｍ以上は,安全帯の着用が義務付けられていますが、2ｍ未満でも 
必要と感じた場合は使用する。当社は、基本的にはマンションの内装工事であり 
使用することはあまりない。安全帯が必要となる作業は工場・学校等、施設関係 
での天井の高い場所の高所作業が主になります。原則的には、朝礼より着用し 
て参加する。 
安全靴も朝礼より着用すること。 



　

No.1

バックルは刻印された順番に胴ベルトを通し、
腰骨の上あたりで固定します。 

墜落阻止時に胴ベルトが体から抜けないよう、
しっかり締め付けます。 

巻取り機（ロープ部分）の位置は、体の真横よ

り前方に来ないように調節してください。 

フック部分には第三者から 

着用・使用状況の確認が 

できる様、表示シールを 

必ず貼ってください。 

表示シールがない場合 

職長へ申し出て下さい。 



No.2

この安全靴は、実際に現場
で使用しているものです。
先端が少し損傷してるため
交換・買換えの目安として
買換えの指導をしてます。 


